
構造改革特別区域計画 
 
１ 構造改革特別区域計画の作成主体の名称 
  那覇市 
 
２ 構造改革特別区域の名称 
  那覇市書道特区 
 
３ 構造改革特別区域の範囲 
  那覇市の全域 
 
４ 構造改革特別区域の特性 
  沖縄県は、「琉球王国」として、中国の明代歴朝の「明史実録」琉球伝に交流の記

録を残し、15 世紀から 19 世紀にかけて、中国からの冊封を受けた歴史を有する。こ

の間の約 400 年にわたる冊封儀礼に際し、沖縄から中国への渡航や中国からの冊封

使来訪とともに中国の文化を受容し、沖縄独自の歴史と文化を築いてきた。 
  沖縄独自の歴史の遺産として、那覇市には琉球王府の置かれた「首里城跡」や王家

歴代の墓陵である「玉陵」、国王の行幸儀礼を行った「園比屋武御嶽石門」、冊封使の

接待や王家の保養に使用した「識名園」の４つの世界遺産をはじめ、多くの琉球王朝

関連史跡や博物館所蔵資料が存し、著名な書家でもあった歴代冊封使の書による碑文

や扁額等を鑑賞することができる。 
  生活習慣や地域行事には、王国時代の伝統が脈々と受け継がれており、王朝風俗を

伝える「古式行列」や「那覇大綱引き」など地域の大人と児童生徒が協働し、本県の

観光の目玉として盛大に行われている。 
  このような地域特性を活かし、小学校の低学年に「書道科」を設置し、小１プロブ

レムへの対応の充実を図る。 
 
５ 構造改革特別区域計画の意義 
  「書道科」の実践は、書道の持つ所作の規則性や美意識を学ぶことにより、学習面

や生活面に関する重要な資質の形成とあわせて、日本の文化として発展してきた歴史

や、その過程における中国と沖縄の交流の歴史に触れることで、アジアにおける沖縄

の歴史的、地理的な特色の理解を深め、国際社会に生きる国際人としての感性を醸成

する契機ともなる。 
  また、日本の伝統文化である書道の精神性を理解する土壌を、義務教育の初期段階

で身につけ、その土壌の上にアジアにおける沖縄の歴史的、地理的な特色を学び理解

を深めることにより、国際社会において沖縄の特殊性を有効に活用しうる人材へと成

長し、那覇市のみならず沖縄全体の発展に寄与する人材の育成が期待できる。 
そこに、義務教育の初期段階である小学校の１学年及び２学年において「書道科」

を導入する意義があると考える。 
    
６ 構造改革特別区域計画の目標 
  書道の持つ美意識や人格陶冶の有効性を、学習面と生活面の双方に不可欠な資質の

育成に活用することで、基礎学力の向上を図り、あわせて、伝統芸術の実践を通して

郷土の歴史・文化への理解を深め、国際社会において交流・親善を深める国際性を醸

成することを目標とする。 



 
「書道科」を開設し、毛筆による作品の作成過程において、「美意識」、「自省心」、

「集中力」を養成し、小１プロブレムへの対応を図り基礎学力の向上を目標の柱の第

１とし、あわせて、日本の伝統文化とともに沖縄と中国の交流の歴史にも触れること

ができ、郷土の歴史理解を深め国際性の醸成効果を目標の柱の第２とする。さらに、

第１と第２の柱を統合し「豊かな心」を持つ人格の形成に資する。 
 
７ 構造改革特別区域計画の実施が及ぼす経済的社会的効果 

「書道科」を設置し特区事業を推進することによって、次の効果が期待できる。 
  

（１）社会的効果 
① 礼儀や作法を重んじる態度 

書道の実践課程における所作の規則性や美意識の学習を通して、挨拶や指導

者への感謝の気持ちなど、自己伝達能力を育成し、所作の規則性から規範意識

を身に付け社会人としての素養を育成する。 
   ② 日本人としての自覚と誇りを持つ 
     伝統文化を学習することで、日本文化の知識・教養を豊かにし、伝統を重ん

じ、歴史的な認識を深めることとなり、日本人としての自覚と誇りを涵養する。 
   ③ 歴史遺産への認識が深まる 
     日本の伝統文化としての「書道」を学ぶことにより、郷土の歴史に対する認

識が深まり、市内の貴重な歴史遺産の意義に関する認識が深まる。 
④ 国際性の醸成 

     歴史認識の深まりに伴う日本人としての自覚と誇りにより、国際社会におけ

る交流に不可欠な国際性を醸成する。 
 
（２）経済的効果 

   ① 歴史遺産や博物館への訪問 
     郷土の歴史認識の深まりによって、貴重な世界遺産をはじめ多くの歴史遺産

に対する興味・関心が高まり訪問の機会が増加し、地域経済の活性化に寄与す

る。 
   ② 地域の人材活用による学校と地域の交流及び活性化 
     「書道科」設置に際し、指導者派遣に関する地域の書道団体の協働体制を構

築し、学校と地域の交流を図る。加えて地域人材との交流により、地域の書道

教室の利用が促進され地域経済の活性化への効果が期待できる。 
 
 （３）教育への信頼度の向上 

① 集中力、持続力の重要性、及び達成することの喜び 
作品の作成過程で集中力とそれを持続することの意味を知る。また、完成し

た作品を相互に評する中で、努力の結果作品が完成する達成感を得る喜びを体

験する。さらにその喜びは、より良い作品づくりへ取り組む向上心に繋がる。

この一連のサイクルが、自然なサイクルとして「書道科」の学習を通して、児

童に定着する。 
② 基礎学力の向上 

毛筆作品の作成過程において「集中力」を、自他の作品を評する中で「自省

心」や「向上心」を育成する。そのことによって、書道科を含めたすべての教 



 
 
科の学習に際し、集中して取り組み、課題の解決に向けて自身の振り返りや、

新たな課題へ向上心を持って取り組む姿勢が生まれ、小１プロブレムへの対応

とともに基礎学力の向上を図る。 
③ 子どもたちの規範意識の高揚 

書道科で学んだ礼儀・作法を重んじる態度により児童の規範意識の高揚を図

る。 
 
８ 特定事業の名称 
  構造改革特別区域研究開発学校設置事業（８０２） 
 
９ 構造改革特別区域において実施し、またはその実施を促進しようとする特定事業そ

の他の構造改革特別区域改革特別区域計画の実施に関し地方公共団体が必要と認め

る事項 
 （１）書道指導講師派遣 
    本事業においては、本市に事務所及び多数の教室を有する「茅原書藝会」の協 

力により、書道指導員の派遣を受ける。 
    当初は、那覇市立天妃小学校において 3 年間実施し、3 年目年度に評価・検証 

を行い、市内小学校を対象に書道指導員を派遣し書道特区の充実を図る。実施校 
の拡充に際しては、「茅原書藝会」以外からの講師派遣により、原則として実施 
校所在地域に事務所・教室を有する団体等の協力を得る体制を構築する。 

 
 （２）教員の書道実践に係る資質向上 
    「書道科」設置にともない、書道実践に係る教員の資質向上が求められるため、 

実施校では、公開授業や授業評価等の教員研修を実施する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
（別紙） 
 
１ 特定事業の名称 
  ８０２ 構造改革特別区域研究開発学校設置事業 
 
２ 当該規制の特例措置を受けようとする者 
  那覇市立天妃小学校 
 
３ 当該規制の特例措置の適用の開始の日 
  構造改革特別区域計画の認定の日 
 
４ 特定事業の内容 
  ①事業主体 
   那覇市 
  ②事業が行われる区域 
   那覇市立天妃小学校 
   （なお、平成２３年度以降は、平成２２年度までの実績等を検証し、那覇市立小学

校への拡充を検討する。） 
  ③事業の実施期間 
   平成 20 年 4 月 1 日から下記５の（２）の教育課程の基準によらない部分が教育課

程の基準内になるように学習指導要領が改訂されるまでとする。 
  ④事業により実現される行為や整備される施設など 
   平成２０年度実施に向けて実施予定校の予備教室に書道用具等を設置し学習環境

を整備する。あわせて、市内に事務所及び事業所を設置する書道団体へ、「書道科」

指導への協力を働きかける。 
 
５ 当該規制の特例措置の内容 
（１） 取組みの期間 
   平成 20 年度から３年間を実施期間のサイクルとし、実施間中は定期的に実施校、

指導者、市教委の三者による連絡会を持ち、「書道科」の充実を図る。 
   さらに３年目ごとに事業評価・指導方法等を検証し次サイクルの実施方法を検討す

る。 
（２） 学習指導要領の基準によらない部分 

① 小学校第１及び第２学年に毛筆による「書道科」の時間を置く。 
② 第１学年では年間 15 時間を国語科の書写から６時間、生活科から 9 時間を充て

る。第２学年では年間 20 時間を国語科の書写から 15 時間、生活科から５時間を

充てる。 
「書道科」実施については、現在「英語科」研究に係る文部科学省地域指定を受

けているところから、他教科への影響を考慮した時数とする。 
③ 「書道科」の評価 

評価は、「伝統文化への興味・関心」、「書道に関わる態度・意欲」、「自他の作 
    品に関する気づき」の観点から、児童の達成度について観点別評価を行う。 
 



 
 
 
（３） 計画初年度の教育課程の内容 
   「書道科」では、毛筆の技能面以外に、学習を通してわが国の情操や伝統文化への

興味・関心を引き出し、「美意識」、「自省心」や「規範意識」の涵養、「集中力」の育
成に力点を置き、「国語科」とは一線を画す。 

   学習内容は、「用具の取扱い」、「姿勢と挨拶」、「字形の取り方」について、第１、
２学年を通して一貫指導を行う。学習の進度及び取り扱う課題は各学年の発達段階に
配慮した内容とする。 

   小学校第１、第２学年で「書道科」学習の中で、学校生活及び教科学習の基本姿勢
を身につけ、さらに、３学年以降の所定の毛筆学習及び総合的な学習の時間等の活用
により、低学年で培った基本姿勢の定着・発展を促す。 

 
教育課程表 
【現行（英語科実施）】 
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 小学校全校で平成 18～20 年度英語教育の文部科学省研究開発学校指定を受け、英語科を 
設定した研究開発を実施しており、（ ）内の時数を英語科に充てている。 

 
【特例措置後（書道科導入後）】 
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第 1 学年では、国語科（書写）から 6 時間、生活科から９時間を書道科に充てる。 
第２学年では、国語科（書写）から 15 時間、生活科から５時間を書道科に充てる。 
 
 
 
 



 
 
（４） 児童・生徒への配慮 
   「書道科」では書道学習を通して、集中力及びそれの持続力の向上、自省心、美意

識の育成を図るとともに、伝統文化への理解を深め、国際性を涵養し豊かな人間性の

育成に視点を置くことで、国語科の学習と一線を画する。 
   実施に際しては、「書写」から 21 時間を充てるが、小学校第１・２学年での「書写」

における学習指導事項に関する、姿勢、丁寧に書くこと、点画の長短、字形の接し方

や交わり方、筆順、文字を正しく書くことなど、「書道科」の学習を通して達成する

ことができ、「書写」の時間では硬筆を並行して学習することで、さらに技能面の定

着を図ることができる。したがって、「書道科」学習で「書写」の時数削減を補える

ものと考える。また、「生活科」からは、14 時間を充てるが、「生活科」の究極的な目

標は、自立への基礎を養うことである。「書道科」設置の目標とする書道の体験を通

した、美意識や自省心、集中力の育成及び、規範意識の高揚は、自身への気付きとと

もに自立への基礎を養うことと重なるものであり、「生活科」の時数削減を補い得る

と考える。 
   「書道科」の学習では、学級担任教師と外部指導者の T・T による、児童の習熟度

に配慮したきめ細かな指導を行う。転入生についても習熟度に沿った個別指導を適宜

実施する。 
 
（５） 憲法、教育基本法上の理念、及び学校教育法に示されている目標との関係 
   教育基本法は、日本国憲法の精神にのっとり教育の目標を掲げている。その目標の

中には、伝統と文化を尊重し、わが国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際

社会の平和と発展に寄与する態度を養うことが明記されている。 
   さらに、学校教育法では教育基本法の目標を具体的に規定し、そこには、規範意識、

他国を尊重し、わが国と郷土を愛する態度や国際社会の平和と発展に寄与する態度の

養成が掲げられている。 
「書道科」の学習は、書道を通して、美意識、規範意識など日本の伝統文化に対す

る理解を深めるとともに、沖縄における書道の発展過程における中国との交流の歴史

から国際人としての感性を醸成することを目標としている。 
   また、書道の学習を通して自省心や集中力を育み、豊かな心をもつ人格の形成に資

する目標は、教育基本法及び学校教育法に掲げる教育の目標に合致するものと考える。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


